
 

今後の進め方について 

 

１ 関係者からのヒアリング 

(1) ヒアリングの趣旨 

○ 部会でのご検討に当たり、中長期的なエネルギー施策の方向性等に関する考え方

について、エネルギー需給に関係の深い事業者・団体等から意見聴取し、意見交換

を行いながら議論を深めていただくため、ヒアリングを実施する。 

 

(2) ヒアリング対象者（候補案） 

○ エネルギー供給事業者 

・関西電力㈱、大阪ガス㈱              ･･･ ２月 27日実施 

・ＰＰＳ事業者 等 

 

○ 製造業者（電力多消費産業、中小事業者団体 等） 

 

○ 民生業務系事業者（業務用ビル関連団体、小売業関連団体 等） 

 

○ 省エネ機器メーカー等（太陽光パネル、その他設備） 

 

○ 住宅メーカー等（ハウスメーカー、中小工務店 等） 

 

○ 消費者団体等 

 

２ その他 

 

資料５ 


